
⼊園のしおり



園児 保護者 園児 保護者

1 月 進級式 〇 15 火 食育の日 〇
6 土 入園式 〇 ◯ 15 火 身体測定 〇
8 月 身体測定 〇 21 月 避難訓練（不審者・消火） 〇
8 月 食育の日 〇 23 水 誕生会 〇
15 月 避難訓練（火災・消火）（虐待防止研修） 〇 30 水 ハロウィン 〇
24 水 誕生会 〇 みかん狩り 〇

11 土 歓迎遠足（雨天時12日） 〇 〇 11 月 身体測定 〇
13 月 身体測定 〇 11 月 食育の日 〇
13 月 食育の日 〇 15 金 七五三 〇
20 月 避難訓練(地震・消火） 〇 18 月 避難訓練（地震・消火） 〇
22 水 誕生会 〇 27 水 誕生会 〇

消防署見学 〇
いもほり 〇

10 月 身体測定 〇 7 土 クリスマス発表会 〇 〇
10 月 食育の日 〇 9 月 身体測定 〇
17 月 避難訓練（火災・消火） 〇 9 月 食育の日 〇
26 水 誕生会 〇 16 月 避難訓練（火災・消火） 〇
29 土 運動会 〇 ○ 25 水 誕生会 〇

5 金 七夕 ○ 10 金 初詣 〇
8 月 身体測定 〇 14 火 食育の日 〇
16 火 避難訓練(水害・消火) 〇 14 火 身体測定 〇
24 水 誕生会 〇 20 月 避難訓練（地震・消火） 〇
26 金 そうめん流し（食育の日） ○ 22 水 誕生会 〇

7 水 内科検診 〇 3 月 豆まき 〇
16 金 食育の日 〇 5 水 内科検診 〇
16 金 身体測定 〇 10 月 身体測定 〇
19 月 避難訓練（火災・消火） 〇 10 月 食育の日 〇
28 水 誕生会 〇 17 月 避難訓練（不審者・消火） 〇
24 土 夏祭り（名島と合同） 〇 〇 26 水 誕生会 〇

〇 参観懇談会 〇 ◯

6 金 トリアスふれあい動物園遠足 〇 3 月 ひなまつり 〇
9 月 身体測定 〇 10 月 身体測定 〇
9 月 食育の日 〇 10 月 食育の日 〇
17 火 避難訓練（地震・消火）（AED研修） 〇 17 月 避難訓練（地震・消火） 〇
25 水 誕生会 〇 26 水 誕生会 〇

歯科検診 〇 29 土 卒園式 〇 〇
お別れ公園遠足 〇

※あくまでも予定です。変更等があった場合はコドモンにてお知らせいたします。 毎週水曜日 英語      毎週火曜日 リトミック
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令和6年度  Caren保育園福津 年間行事予定表

行事名
参加者

10月

11月



ᢎ⢒ℂᔨ
㐿‛ᚑോޓ㨨‛ࠍ㐿߈ോࠍᚑߔ㨨
ߡߒߣੱޔߒ⊑㐿ᜏࠍ㑆ᕈੱޓ
ߣߎߔᚑࠍോߩ��
ࠍ᧚ੱࠆ߈ߢ₂⽸ߦળ␠ߚߒ߁ߘޓ
��⢒ߣߎ

ᗲ⌕ᒻᚑޔ㕖⍮⢻ജࠍሶߩ߽ߤᔃ
ߡ⢒ࠍ߽ߤߎߚߒ┙⥄ߡߒߦบߩ
ߔ߹

⢒߽ߤߎߚߡ
ၮᧄߩ↢ᵴ⠌ᘠࠆߔ┙⏕ࠍ
ࠍળߩߣੱޔߡ⢒ࠍᔃ߆᷷
ᄢಾࠆߔߦ
⺈ታࠆ߈↢ߦ
ᔒࠆߡ┙ࠍ
ീቇߦബ
ࠍ㎊ࠆ߃
ࠆ߃߹߈ࠊࠍ▵␞
ᵴሼߒⷫߦ

⢒߽ߤߎߚߡ～ఽ✬

ᣧኢᣧߊࠃޔߡߒࠍ߈㘩ߊࠃߴ

ޕߔ߆േࠍ

ᕁࠍࠅ߿ᜬ߅ߡߞ㆐ߣవ↢ߣㆊ

ޕߔߏ

ޕߥ߆ߟࠍߘ߁

⋡ᮡޔߡ┙ࠍ㆐ᚑࠆߔ༑߮ࠍ⍮ޕࠆ

⥝ߺߡߞ߿ࠎߣߎߣߪߣߎࠆ߇

ޕࠆ

ޕㆆ߱ߡߒ߆ᴛጊേࠍߛࠄ߆

᳇ᜬ⦟ߩߜᜦޔࠆߔࠍ⥄ಽߎߩ

ޕ߁ࠈߥߦ߁ࠃࠆ᧪ߢಽ⥄ߪߣ

ㅴ߅ߢࠎᚻવޕ߁ࠃߒࠍ

ᴛጊߩ⛗ᧄ߁߽⺒ࠍ


㧓ࠆߔߖ߆⡞ߺ⺒

ߖ߆⡞ߺ⺒
ㅳߦ�ᣣߩࠕࠖ࠹ࡦࡏవ↢߇᧪
ߺ⺒ߡߞ࿁ࠍࠬฦࠢࠅߐߛߊߡ
⡞ޕߔ߹ߐߛߊߡߒࠍߖ߆
⛗ᧄߪᔃޔࠅߢߩ߽ࠆߔߦ߆⼾ࠍ
ߩ߽↢৻ߪᗵᕈࠆߓᗵߦᦼᤨߩߎ
ޕߔߢ
ߥଢࠅ߽↹േ߫ߌ㐿ࠍ࠻࠶ࡀ
వ߇ߔ߹ߡࠇḷߦਛߩߪߩ߽
߽ߤሶࠄ߆⛗ߩߘߣჿߒఝߩ↢
㆐ߪ⥄ಽߢᗐߩߘߒ⇇ⷰߦᒁ
ޕߔ߹߈ߡࠇ߹ㄟ߈
ᧄ⺒ࠍ⠌ᘠࠆߡߌߟࠍሶ߽ߤ
ࠆ᧪߇ቇ⥄⠌⥄ޔߊቇജ߽㜞ߪ
ᴛߦᦼᤨߩߎޕߔ߹ߡࠇࠊ⸒ߣ
ጊߩᔃߩᩕ㙃ߣቇ߱ᆫࠍりߦ⌕
ޕߔ߹߈ߡߌ

ᢔᱠ߅
Ფᣣߡߖࠊวߦ⢒⊑ߩߜߚ߽ߤߎ

ޕߔ߹ߡߌ߆ߦᢔᱠ߅

ᄖ᳇ᶎࠎߐߊߚޔࠅߚߒࠍᱠߡ

⥄ὼࠇ⸄ߣวޕߔ߹ߡߞ

ၞߩᣇߦჿߎߊߛߚߡߌ߆ࠍ

ޕߔ߹ߢࠎߒᭉࠍᵹߊᄙ߽ߣ

ࠢ࠶ࡒ࠻
ᧄ‛߿ࠬࠢ࠶ࠨߩᄥ㥏ߩ㖸߇㡆ࠅ

㗀ޕߊ

%& ᭉߊߥߢߌߛ㖸ᭉࠆ߃ߎ⡞ࠄ߆

ޕߔ߹ߒࠍ㛎⚻ߊ⡞ࠍ㖸ࠄ߆ེ

ޕࠅߚߞ〭ࠅߚߞߡߖࠊวߦࡓ࠭

ሶ߽ߤ㆐߅ߪߡߞߣߦᭉᤨߩߺߒ㑆ޕ

వ↢ߦ✜৻ߣ㖸ࠍᭉޕߔ߹ߺߒ

ࠢ࠶ࡉ
�ᱦఽޔ�ᱦఽߺ⺒ߪࠎߐ⡞ߦߖ߆
ടߡ߃ $11- ߔ߹ᆎࠍߺ⚵ࠅขߩ
ࠍ⢒߁ࠍߛࠄ߆ޔߪߦߚࠆߡ
ߔ߹ߒ߆ߏ
ᔃࠍ⢒߁ࠍࠈߎߎޔߪߦߚࠆߡ
ߔ߹ߒ߆ߏ
⛗ᧄࠍ㐿ߢߣߎߊᐢᤨߥ߆⼾ࠆ߇
㑆ޔࠍኅᐸߣߢߣߒ
ᗲ⌕㑐ଥࠍᒻᚑޕ߁ࠂߒ߹߈ߡߒ

㘩⢒

㘩ᢥൻޔࠅߚࠇ⸄ߦᣨߩ㘩᧚ࠍⓍ
ߓᗵࠍ▵ቄߡߞߣߦ⊛ᭂ
ߒ߶ߡߞᜬࠍ⥝ߦޠߣߎࠆߴ㘩ޟ
ޕ
⛎㘩߅ޔࠅࠊߛߎߦߒߛ⇟৻ߪߢ
ཬ᳝ࠍ᳝ߒ߹ߔ߿ᄙߊขࠅߡࠇ
ޕߔ߹
⛎㘩ቶߪࠄ߆ߦ �࿁㘩⢒ߡߒߣ
ޕߔ߹ࠅ߇ࠣࡦࠠ࠶ࠢ
ᄙߩߊ㘩᧚ࠍ⍮ࠅߢߣߎࠆ⥄ಽߩ
ࠍߩ߽ߚߞᅢ߅ߥ߈㆐ߣ㘩ࠆߴ
༑߮ࠍ⍮ߔߢߒ߶ߡߞ㧋
ߡߞߥ߇‛ᨐ߿⪀㊁߈ⴕߦ⇌ߚ߹
ߒᭉߡߴ㘩ޔߡߞ⸄ޔߡࠍ᭽ሶࠆ
ޕߔ߹ߺ
ߚߌߟࠍ⯻ࠆߦਛߩ⇌ޔߡߒߘ
ߔ߹߈ߢࠎߒᭉࠍ⸄ᗵࠆ⸄ࠍࠅ

Dream
Ფᐕ⼔⠪ߩᣇߏߩදജࠍ㗂ޔ߈
⡯႐⸰ߪ߅ߦߛߚߒ
ࠍ߅ߡ
ߊߛߚߡߖขޕߔߢߺ⚵ࠅ
ሶ߽ߤ㆐߇᥉Ბ߅ῳ߅ࠎߐᲣࠎߐ
ߊߡࠍᆫࠆߡߒࠍ߅ߩ
ࠍᕁߩ߳ⷫ
ᄢߣߚߒߦ⠨ޕߚߒ߹߃
ᤓᐕ &TGCO ߩኈᏧ⟥ޔߡߒታᣉࠍ
ޠߏߔޟߦ㆐߅ࠍࠎߐῳ߅
ߣࠆࠇࠊ⸒ߣ
ޕሶߩᅚࠆߡߒߦ߁ߘߒሜ߽ߡߣ
ࠍࠎߐᲣ߅ࠆߡߢࠕࠤࠗ࠺
ޕሶߩ↵ߚߡߒߦ߁ߘߒሜߡ
߅ࠆߡῳ߅ޔࠎߐᲣࠍࠎߐ
ޠ㧋ߏߔޟޠ㧋ߎߞ߆ޟ
ߜߚ߽ߤሶࠍߜ᳇ᜬߩࠇᙏߥࠎߘ
ޕߚߒ߹ߡᛴߪ

⧷⺆
'PINKUJ�.GUUQP ޕߔ߹ߒ࠻࠲ࠬ߇

Ფㅳᧁᦐᣣޕ

ߖ߆⡞ߺ⺒ߩᧄ⛗ޔ߅߿࠼ࠞ

ߤߥ

ሶ߽ߤ㆐ߩዊ࠴ࠞࠍ࠴࠶ࠗࠬߥߐ

ߡߒೝỗࠍ⣖ߡ߃ᦧࠇߣ࠴ࠞ

ޕߔ߹߈

事務 Caren保育園

事務 Caren保育園

事務 Caren保育園

事務 Caren保育園

事務 Caren保育園

事務 Caren保育園

事務 Caren保育園

事務 Caren保育園

事務 Caren保育園

事務 Caren保育園

事務 Caren保育園
絵本の読み聞かせの効果として
“感情が豊かになる”
“想像力を育む”
“言語力の向上が期待できる”
“集中力が上がる”
“コミュニケーションがとれる”
“自己肯定感を高める”
といわれています。

そのため、毎日の保育の中で必ず
読み聞かせをとり入れることを
大切にしています。

事務 Caren保育園

事務 Caren保育園



事務 Caren保育園
読み聞かせ

事務 Caren保育園

事務 Caren保育園
お天気の良い日には、
毎日お散歩に出かけています。

交通ルールを学んだり、
四季折々の自然とふれあうことで
感受性を育くむことができます。

さらに地域の方々と交流することで、
社会性や協調性を育てています。

福津園では、
園の周辺に公園がたくさんあるので、
毎日どこの公園に行くか
ワクワクしている子ども達です。

事務 Caren保育園
お散歩

事務 Caren保育園

事務 Caren保育園
イベント

事務 Caren保育園
季節の行事をとおして、日本の
伝統的な文化を知ることができ、
芋掘りやみかん狩りをとり入れることで、五感を育てています。
発表会は、保護者の方々が
子ども達の成長を感じられる大切な機会となっています。

事務 Caren保育園

事務 Caren保育園
英語

事務 Caren保育園
第二の言語として英語は現代で
欠かせないものとなりつつあります。学んだことをすぐに吸収できる
幼少時から英語の学習を
開始するのが一番です。
毎週のリラックスした楽しい活動を通し自然に英語を学んでいきましょう。

事務 Caren保育園
ー毎週水曜日ー

事務 Caren保育園

事務 Caren保育園
リトミック

事務 Caren保育園
ー毎週火曜日ー

事務 Caren保育園
子供たちが生演奏に触れたりリズムを楽しむ中に、いつの間にか沢山の発達や感性を育てる要素が入っているそんな時間にしています♪
現役の演奏者であり音楽療法士でも
あるリトミック講師が子供たちと
一緒に音楽を存分に楽しむ空間です。

事務 Caren保育園

事務 Caren保育園
和食文化に触れたり、
旬の食材を積極的にとって季節を感じ
「食べること」に興味を持ってほしい。
給食では一番だしにこだわり、
お味噌汁やすまし汁を多く
とり入れています。

給食室からは月に１回食育として
クッキングがあります。
多くの食材を知り作ることで
自分の作ったものを好きなお友達と
食べる喜びを知ってほしいです！

また畑に行き野菜や果物がなっている
様子を見て、さわって、食べて
楽しみます。

そして、畑の中にいる虫を見つけたり
土を触る感触を楽しんでいきます。


事務 Caren保育園
食育

事務 Caren保育園

事務 Caren保育園
保育方針

事務 Caren保育園

事務 Caren保育園
開物成務
～物を開き努めを成す～
人間性を開拓・啓発し
人として努めを成すこと
そうした社会に貢献できる人材を
育むこと

愛着形成、非認知能力を
子どもの心の土台にして
自立した子どもを育てます

事務 Caren保育園
教育理念

事務 Caren保育園

事務 Caren保育園
育てたいこども像

事務 Caren保育園
“基本の生活習慣を確立する”
“温かい心を育て
人との出会いを大切にする”
“誠実に生きる”
“志を立てる”
“勉学に励む”
“体を鍛える”
“礼節をわきまえる”
“活字に親しむ”

事務 Caren保育園
“早寝早起きをして
よく食べよく体を動かす”
“思いやりをもって”
“お友達や先生と過ごす”
“うそをつかない”
“目標をたて達成する喜びを知る”
“興味があることはとことんやってみる”
“体をたくさん動かして遊ぶ”
“気持ちの良い挨拶をする”
“自分のことは自分でできるように
なろう”
“進んでお手伝いをしよう”
“たくさんの絵本を読もう”
（読み聞かせをする）

事務 Caren保育園
育てたいこども像
～園児編～

事務 Caren保育園
“経験”

“体験”

“感動”





7:30〜9:00

9:10

9:30

15:30

20:00

延⻑保育が

可能です♪



『 春野菜を使って
スープを作ろう 』

『 バターを作ろう！ 』

『 そうめん流し 』 『 パンケーキを作ろう！ 』
『 防災食を知ろう！ 』

『 クッキーづくり 』 『 スイートポテトづくり 』

『 お楽しみ給食 』

自分たちでスープを手作り♪

春野菜に触れ、甘みたっぷ

りなスープを味わおう！

バターができる仕組みを知

り出来立てバターを味わお

う！

自分たちで具材やソースを塗

り、作ることの楽しさを知って

もらう時間です。

本物の竹を使ったそうめん流し

に大興奮のお友だち☆彡

姉妹園との交流も楽しみの一つ

です！

絵本にも出てくる、ふわふ
わで⽢いパンケーキ作りに
挑戦しよう。 

防災⾷がどのようなものが
あるか、知ろう！ 

お芋ほりで取れたお芋を 
使ってスイートポテトを作
ろう！

クッキーを好きな形に飾ろう☆

大好きな年長児のお友達と

のお別れパーティー♪

『 ピザを作ろう！ 』



＊持ちものには必ず記名をお願いします。
＊体操服でのご登園をお願いします。
＊９:００までに登園をお願いします。
＊コドモンアプリは８:３０までに⼊⼒をお願いします。
＊登降園時はタブレットで打刻してください。
＊朝⾷はお家で済ませて登園をお願いします。
＊降園時の準備等は保護者様でお願いします。
＊園では基本、裸⾜で過ごします。靴下は靴に⼊れて⼊室をお願いします。
＊⽋席の連絡は９:００までにお願いします。
＊保育時間の変更等は３⽇前までに⼝頭とコドモンにて連絡をお願いします。
＊シリコンゴム、かざりのついているヘアゴムは禁⽌です。
＊ホクナリンテープを貼られて登園される際は必ず職員にお伝えください。
＊給⾷提供中の園児さんにアレルギー症状が出た場合は翌⽇より給⾷提供を停⽌させて頂きます。
 すぐに病院にてアレルギー検査を受けて頂きますようお願い致します。
 この期間はお弁当持参となります。
 お医者様の指⽰の診断書を元に給⾷⾯談をして進めていきます。

⾷育について

＊毎⽉１回⾷育の⽇があります。
＊⾷育の⽇はお弁当となります。

※お弁当の⽇は安全に⾷べれるようにピックは使⽤しないようにお願いします。

園のお約束



持ち物にはすべて名前の記⼊をお願いします

体操服（上下）にお名前のゼッケンをつけてください（アップリケ可）
体操服購⼊申し込みはコドモンの⽤品の購⼊よりご注⽂ください。
０歳児さんは、歩けるようになりましたら体操服のご購⼊をお願いします。

⼊園時に保険証・乳幼児医療証・⺟⼦⼿帳のコピーの提出をお願い致します。

＊通園バッグ ＊ハンドタオル（ループ付）1枚 ＊フェイスタオル1枚
＊バスタオル２枚（⽉曜に持ってきて週末に持ち帰ります）
＊⼿⼝拭き⽤ウェットティッシュ（蓋付き）
＊肌着・パンツ（必要に応じて）・上着・ズボンなど、各１枚程度
＊パジャマ（1,2歳）＊よだれ⽤スタイ（必要に応じて）
＊給⾷⽤エプロン（防⽔タイプ） ＊おしりふき１個（蓋付き）
＊⽔筒（持ちやすく⾃分で飲めるもの）
＊園指定の帽⼦（⽉曜に持ってきて週末に持ち帰ります）
＊靴（外遊びに適したもの、スリッポンやクロックスは×）
＊おむつ（記名したもの）５枚ストックをお願いします

※おむつがない場合は園のものを利⽤します。後⽇無記名の物をご返却ください
※持ちもの全てに記名をお願いします
※バスタオル２枚・園帽⼦は⽉曜に持ってきて週末に持ち帰ります。

持ちものについて



お子様がスムーズに保育生活に移行できるように

３日間　９：００〜１１：００（給食なし）
３日間　９：００〜１２：００（給食あり）
３日間　９：００〜１５：００（お昼寝後まで）
３日間　９：００〜１６：００（おやつ後まで）

※土曜日は省きます。
※お子様の状況により日程が前後する場合もあります。
※お子様の状態に合わせて期間が伸びる場合もあります。

慣らし保育の期間は、親離れの大切な期間です。
ご家庭と園との連携で、大切なお子様を丁寧に育てていきたいと思います。
気になることなどありましたら、小さなことでも大丈夫ですので、
いつでもご相談ください。

慣らし保育について



月に一回お弁当の日を設けてます。また、

この日は食育の時間としています。季節の

野菜に触れたり、クッキングをしたり、 

少しでも食べるということに興味を持っ

ていただけたらと思います。 

 

 

 ♬お弁当の日について♬ 
                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

給食室からのお願い 

 ・ 

 

 

・ピックは喉に刺さることがあるので使用しないでください。 

  

 ・レトルト食品は使用しないでください。（アンパンマンのカレーなど） 

 

 ・気温の高い日は保冷バックに保冷剤を入れ持ってくるようにしてください。 

 またトマトやきゅうりなど腐りやすい食材は避けるようにして下さい。 

 

 ・ご家庭で毎日食べている大きさなどを今後の給食提供の参考にさせて 

 頂きたいので、普段どおりのご飯をお弁当箱に入れて来てください。 

 (保護者の方もお忙しいかと思いますので、負担にならない程度で結構です。) 

 

ご協力をお願いします。 

 



与薬についての注意事項 
 

本来医師の指⽰を得た保護者様が、ご⾃⾝でお⼦様に薬を飲ませていただくことが基本と
なりますが、やむを得ない理由で保護者様が与薬することが出来ず、保育時間内に服⽤が必
要な場合にのみ園での与薬を承ります。 
 ただし、その際には必ず与薬依頼書に必要事項を記⼊していただき、薬と共に職員へ直接
⼿渡ししていただきますようお願いいたします。与薬依頼書がない場合、もしくは記⼊漏れ
があった場合は、与薬できませんのでご注意ください。以下注意事項を熟読の上、ご理解い
ただきますようお願いいたします。 
 
 
１．与薬依頼書の記⼊はかならず依頼者（保護者）がおこなってください。 
２．与薬できるお薬は、お⼦様を診察された医師が処⽅し調剤したもの、もしくはその医師

の処⽅によって薬局で調剤したものに限ります。お薬を受けとった際に添付される「薬
剤情報提供書」などお薬についての説明が書かれた書類がある場合には必要があれば添
付してください（コピー可） 

３．与薬するお薬は必ず１回分ずつに分け、お⼦様のお名前を記⼊してください。 
４．与薬依頼書とお薬は、必ず保護者によって受け⼊れ職員に直接⼿渡ししてください。 
５．「熱がでたら服⽤させる」「咳が出たら・・・」「発作が出たら・・・」というように症

状を判断して投与しなければならない薬、座薬、および解熱剤、市販の薬、吸⼊薬等は
原則としてお預かりできません。 

６．慢性の病気（アトピー性⽪膚炎などのように経過が⻑引くような病気）の⽇常における
与薬や処置については、保育所保育指針によってお⼦様の主治医の指⽰に従うと共に、
相互の連携が必要になります。（⻑期間の投薬につきましては、保育⼠までお申し出く
ださい） 

 
 
※上記要件に⼀つでも不備があった場合（書類などの未記⼊・ご記⼊を含む）は、お薬をお
預かりすることができません。お薬をお預かりした後において不備等を発⾒した場合でも同
様に与薬を実施できません。事故防⽌・健康管理に関する重要事項ですので、ご了承いただ
けますようよろしくお願いいたします。 
※病院を受診された際、主治医に保育園に通っている旨お話しください。できるだけ１⽇２
回の薬を処⽅して頂き、ご家庭で服⽤して頂きますようお願い致します。 
※ホクナリンテープを貼って登園される場合は、必ず⾝体のどの位置に貼っているかお知ら
せをお願いいたします。 

与薬依頼書は、添付のものをコピーしてご使⽤ください→ 



与薬依頼書 
 

 医師により下記の通り指示・処方を受けましたので、与薬について下記の通り連絡します。 

 

保護者氏名                 印 

 

園児氏名  生年月日      年   月   日 

依頼日      年   月   日 登園直前の体温 
℃ 

チェック 

病名・症状  

病院名 
TEL                       

処方医療 

機関名 
 処方日      年   月   日 

薬の用途 別途 お薬の説明書を提出してください 

薬の種類 
粉薬（   ）種類・水薬（   ）種類 

錠剤（   ）種類・その他（       ） 

保管方法 常温   冷蔵庫   その他（          ） 

服用時間 食前  食後  食間  時間指定（   ：   ） 

薬の飲ませ方 

例）そのまま飲ませる。水に溶いてスプーンで飲ませる。等 

保育室記入欄 

受付日 ／ ／ ／ ／ ／ 

受領サイン      

与薬時間 ： ： ： ： ： 

与薬者サイン      

確認者サイン      

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 



 

〈登園届（保護者記入）〉 

 

Caren 保育園 園長殿 

 

入所児童名            

 

年    月    日 生 

 

    （病名） 該当疾患に☑をお願いします 

 溶連菌感染症 

 マイコプラズマ肺炎 

 手足口病 

 伝染性紅斑（りんご病） 

 ウイルス性胃腸炎 

（ノロウイルス、ロタウイルス、アデノウイルス等） 

 ヘルパンギーナ 

 RS ウイルス感染症 
 帯状疱疹 

 突発性発疹 

 

 

（医療機関名）              （   年  月  日受診）において病状

が回復し、集団生活に支障がない状態と判断されましたので、  年  月  日より登園

いたします。 

 

 

年  月  日 

 

保護者名               

 

  ※保護者の皆様へ 

    保育所は、乳幼児が集団で長時間生活を共にする場です。感染症の集団での

発症や流行をできるだけ防ぐことで、一人一人の子供が一日快適に生活でき

るよう、上記の感染症については、登園の目安を参考に、かかりつけ医の診

断に従い、登園届の記入および提出をお願いいたします。 



主治医様 

 

ご多忙中恐れ入りますが、下記証明書は園児が登園可能になりましたら、ご記入の上

で保護者にお渡しください。 

 

 

 

施設長 宛 

 

登園許可書 
（医師記入用） 

 

園児氏名                 （     年   月   日生） 

 

病名（該当する感染症に○を記入、該当しない場合はその他のカッコ内に病名を記入） 

 ・インフルエンザ  ・百日咳  ・麻疹  ・流行性耳下線炎 

 ・風疹  ・水痘  ・咽頭結膜炎（プール熱） 

 ・腸管出血性大腸菌感染症  ・結核  ・流行性角結膜炎 

 ・急性出血性結膜炎  ・細菌性赤痢 

 ・その他（                     ） 

 

 上記の園児は、  月  日より登園停止となっていましたが、他への感染の恐れ 
がなくなりましたので、  月  日から登園可能であると考えられます。 

  備考： 

 

令和   年   月   日 

 

医療機関名および医師名                印 



医師が記入書を記入することが考えられる感染症 

 

感染症名 感染しやすい期(※) 登園のめやす 

麻しん（はしか） 発症１日前から発しん出現後の４

日後まで 

解熱後３日を経過していること 

インフルエンザ 症状がある期間（発症前 24 時間

から発症後３日程度までがもっと

も感染力が強い） 

発症した後５日経過し、かつ解熱

した後２日経過していること（乳

幼児に会っては、３日経過してい

ること） 

風しん 発しん出現の７日前から７日後く

らい 

発しんが消失していること 

水痘（水ぼうそう） 発しん出現１～２日前から痂皮

（かさぶた）形成まで 

全ての発しんが痂皮（かさぶた）

化していること 

流行性耳下腺炎 

（おたふく風邪） 

発症３日前から耳下腺腫脹後４日 耳下腺、顎下腺、舌下腺の腫脹が

発現してから５日経過し、かつ全

身状態が良好になっていること 

結核 ― 医師により感染の恐れがないと認

められていること 

咽頭結膜熱（プール熱） 発熱、充血等の症状が出現した数

日間 

発熱、充血等の主な症状が消失し

た後２日経過していること 

流行性角結膜炎 充血、目やに等の症状が出現した

数日間 

結膜炎の症状が消失していること 

百日咳 抗菌薬を服用しない場合、咳出現

後３週間を経過するまで 

特有の咳が消失していること又は

適正な抗菌性物質製剤による５日

間の治療が終了していること 

腸管出血性大腸菌感染症（O157、

O26、O111 等） 

― 医師により感染の恐れがないと認

めれられていること。（無症状病原

体保有者の場合、トイレでの排泄

習慣が確立している５歳以上の小

児については出席停止の必要はな

く、又５歳未満の子供については、

２回以上連続で便から菌が検出さ

れなければ登園可能である） 

急性出血性結膜炎 ― 医師により感染の恐れがないと認

められていること 

侵襲性髄膜炎菌感染症（髄膜菌性

髄膜炎） 

― 医師により感染の恐れがないと認

められていること 

※感染しやすい期間を明確に提示できない感染症については（―）としている。 

医師の診断を受け、保護者が登園届を記入することが考えられる感染症 

 

感染症名 感染しやすい期間 登園のめやす 

溶連菌感染症 適切な抗菌薬治療を開始す

る前と開始後１日間 

抗菌薬内服後 24～48 時間

が経過していること 

マイコプラズマ肺炎 適切な抗菌薬治療を開始す

る前と開始後数日間 

発熱や激しい咳が治まって

いること 

手足口病 手足や口腔内に水泡・潰瘍

が発症した数日間 

発熱や口腔内の水泡・潰瘍

の影響がなく、普段の食事

がとれること 

伝染性紅斑（りんご病） 発しん出現前の１週間 全身状態が良いこと 

ウイルス性胃腸炎（ノロウ

イルス、ロタウイルス、アデ

ノウイルス等） 

症状のある間と、症状消失

後１週間（量は減少してい

くが数週間ウイルスを排出

しているので注意が必要） 

嘔吐、下痢等の症状が治ま

り、普段の食事がとれるこ

と 

ヘルパンギーナ 急性期の数日間（便の中に

１ヶ月程度ウイルスを排出

しているので注意が必要） 

発熱や口腔内の水泡・潰瘍

の影響がなく、普段の食事

が取れること 

RSウイルス感染症 呼吸器症状のある間 呼吸器症状が消失し、全身

状態が良いこと 

帯状疱疹 水泡を形成している間 全ての発しんが痂皮（かさ

ぶた）化していること 

突発性発疹 ― 解熱し機嫌が良く全身状態

が良いこと 

※感染しやすい期間を明確に提示できない感染症については（―）としている。 

 

☆37.5℃以上のお預かりはできません。 

 お預かり中に発熱した際は、ご連絡しますので、お迎えをお願いいたします。 

 

☆園で下痢２回もしくは嘔吐１回でご連絡をさせていただきますので、お迎えをお願いい

たします。 



ウ 緊急連絡先等の掲⽰
    《関係機関・医療機関などの電話番号》

◎ 関係機関⼀覧表
!電話番号 !電話番号

●社会福祉課 093-201-4162 ●福津市⼦ども課 0940-43-8124

●宗像警察署 0940-36-0110 ●家庭児童相談電話 0940-43-8218

●福間交番 0940-36-0110 ●福津消防署 0940-43-0521

●嘱託医（⼩児科）
 とも⼦どもクリニック 0940-38-5550 ●嘱託医（⻭科）

 きらり⻭科クリニック 0940-35-8010

●眼科
 ひらた眼科 0940-62-5780 ●⽿⿐咽頭科

 吉村⽿⿐咽喉科 0940-35-8686

●内科
 ひまきの内科クリニック 0940-35-8230 ●整形外科

 かわもと整形外科 0940-42-1379

●外科
 中島外科クリニック 0940-52-1300 ●⽪膚科

よしき⽪膚科・形成外科 0940-39-3912

●ふくとぴあ相談⽀援
 総合センター 0940-34-3366

●児童相談所虐待対応ダイヤル「189」

その他、参考になる連絡先
   ●蜂の巣除去
    ! ０９２−７９１−７３６０（平⽇９：００〜１７：００受付） 福岡ペストコントロール協同組合

●誤飲・誤⾷がわからない時
  財団法⼈⽇本中毒情報センター（中毒110番）
   中毒１１０番は化学部室や動植物の毒などによって起こる急性中毒について、実際に事故が発⽣している
   場合に限定し、情報提供をしている。
   （医薬品・家庭⽤品・乾燥剤・化粧品・タバコなど）

    ・⼤阪中毒１１０番 ! ０７２−７２７−２４９９ ［365⽇ ２４時間対応］
    ・つくば中毒１１０番 ! ０２９−８５２−９９９９ ［365⽇ ９〜２１時対応］
    ・たばこ誤飲事故専⽤電話 ! ０７２ー７２６−９９２１ ［365⽇ ２３時間対応］

※緊急時は上記の病院を受診いたします。

●企業主導型不適切な保育の相談窓⼝「0570-550-819」

診療時間：9:00〜11:00 15:30〜18:00
受付時間：8:00〜17:30(⼟曜⽇16:30)

休診⽇：⽔曜⽇・⽇曜⽇

診療時間：9:00〜13:00 14:30〜17:30
受付時間：9:00〜12:30 14:30〜17:00

休診⽇：⽊曜⽇・⽇曜⽇・祝⽇

診療時間：9:00〜12:00 14:00〜18:00
⼿術のみ：⽕曜⽇PM

休診⽇：⽔曜⽇PM・⼟曜⽇PM・⽇曜⽇・祝⽇

診療時間：8:45〜12:00 14:00〜18:00
⼟曜⽇：8:45~13:00

休診⽇：⽇曜⽇・祝⽇

診療時間：9:00〜12:30 14:00〜18:00
⾦曜⽇・⼟曜⽇：8:45~12:30

休診⽇：⽇曜⽇・祝⽇

診療時間：9:00〜12:30 14:30〜18:00
受付時間：9:00〜12:15 14:30〜17:45)

休診⽇：⽊曜⽇・⼟曜⽇PM・⽇曜⽇・祝⽇

診療時間：9:00〜12:00 14:00〜18:00
休診⽇：⽊曜⽇PM・⼟曜⽇PM・⽇曜⽇・祝⽇

診療時間：9:00〜12:30 PM予約制
⽔曜⽇・⼟曜⽇：9:00〜13:00

休診⽇：⽔曜⽇PM・⽇曜⽇・祝⽇

開庁時間：8:30〜17:00
閉庁⽇：⼟曜⽇・⽇曜⽇・祝⽇・年末年始



保育園福津
ご利⽤料⾦表（地域）7:00〜20:00

⽉極保育 週4⽇保育 延⻑料⾦20:00〜(1時間ごと）

0歳児 35,000円 27,000円 1000円

1歳児 35,000円 27,000円 1000円

2歳児 35,000円 27,000円 1000円

ご利⽤料⾦表（企業契約）7:00〜20:00
⽉極保育 週4⽇保育 延⻑料⾦20:00〜(1時間ごと）

0歳児 27,000円 20,000円 1000円

1歳児 27,000円 20,000円 1000円

2歳児 27,000円 20,000円 1000円

※0.1.2歳児は給⾷費はかかりません。

※兄弟でご⼊園の場合⻑⼦の料⾦を半額とします。
※無償化対象者は⽉極保育料０円になります。



＊ご注⽂はコドモンの「⽤品の購⼊」よりお願いいたします。

サイズ 100cm 110cm 120cm 130cm

サイズ 110cm 120cm 130cm

サイズ

各園でカラーが異なります。
新宮北園 →  ⽔⾊
名島園  →  ピンク
福津園  →  きみどり
くりえいと園 →  オレンジ

＊写真はくりえいと園のものです。

サイズ

各園でカラーが異なります。
新宮北園 →  なし
名島園  →  ピンク
福津園  →  きみどり
くりえいと園 →  ⻩⾊

＊写真はくりえいと園のものです。

バック（1個 1200円）

帽⼦（1個 1,000円）
フリーサイズ

フリーサイズ

Caren保育園
体操着等料⾦表

上着（1枚 1600円）

ズボン（1枚 800円）



企業主導型保育事業とは
⼦ども・⼦育て拠出⾦を負担している企業が，
国の助成を受けて運営する従業員等の⼦どものための事業所内保育施設です。
認可外保育施設に位置付けられるものですが，地域枠が設けられている場合，
保育を必要とする地域の⼦どもも利⽤できます。

◾ 主な特徴
・保育室等の設備基準は，国の定める認可の事業所内保育事業等と同様の基準
・保育従事者の半数以上が保育⼠
・給⾷は，原則⾃園調理
・保育料は，認可保育所の⽔準を参考に企業が設定

◾ 利⽤対象者
【従業員枠】（すべての保護者が以下のいずれかの状態にあること）
ア．事業実施者に雇⽤されていること。
イ．保育認定（２号認定・３号認定）を受けていること。
ウ．次の３つについて，事業実施者が認めること。           

・事業実施者が定める時間以上労働することを常態とすること。           

・妊娠中⼜は出産後間がないこと。           
・育児休業取得時に既に企業主導型保育事業の施設を利⽤しており，
引き続き利⽤が必要であること。

エ．イ、ウに準じる状態にあると公益財団法⼈児童育成協会が認めること。

【地域枠】（すべての保護者が以下のいずれかの状態にあること）



Caren 保育園福津 保育園規約 
 

第１条 名称 

 本保育園は、Caren 保育園福津と称するものとする。 

第２条 所在地 

 本保育園は、福津市⽇蒔野 6-14-1 におくものとする。 

第３条 ⽬的 

 保育を必要とする乳幼児を保育することを⽬的とする。 

第４条 ⼊園資格 

 ⽣後５ヶ⽉より満３歳までの乳幼児とする。 

第 5 条 会員資格/有効期限 

本保育園に書⾯にて⼊園申し込みをし、承認を得た乳幼児の家族を会員とする。 

第６条 会員資格の⼀時停⽌ 

会員が次の各項のうちに該当すると認めた場合は、会員たる資格の⼀時停⽌、また

は除名することができるものとする。 

1.本保育園の規定に違反したとき 

2.本保育園の名誉および信⽤を傷つけ、また秩序を乱したとき 

3.保育料等の⽀払いを滞納し、期限を定めた催告にも応じない場合 

第７条 会員資格の喪失 

 会員は、会員資格を次の場合に喪失するものとする。 

 1.園児保護者による退園の申し出があった場合 

 2.保護者が本保育園にふさわしくない⾏動をとった場合 

第８条 規約の改定 

 本規約の改定は、Caren 保育園福津が定め、その効⼒は全会員に及ぶものとする。 

第９条 保険の適応 

 事故・賠償責任等は、当園加⼊の保険会社規定の範囲内で保障されるものとする。 
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保育料納⼊⽅法について 
  

Caren保育園では保育料の納⼊⽅法をキャッシュレスサービスPayPayでお願いして
おります。保護者の皆様にはご理解いただきますよう何卒よろしくお願い申し上げま
す。 

お⽀払いの流れといたしましては、毎⽉の保育料の⾦額と⼀緒にQRコードが記載さ
れた⽤紙を封筒に⼊れてお渡し致します。⽤紙に記載された⾦額を決済後、そちらの
⽤紙へ決済番号をご記⼊の上、園までご提出をお願い致します。 

 

不明な点がございましたら事務までご質問ください。 

PayPay新規登録かんたん設定ガイドも⽞関に置いております。 

よろしくお願い致します。 

 

 

 

【操作⽅法】 

① PayPayアプリを起動する 

② PayPayホーム画⾯内の「⽀払う」を選択する 

③ 「スキャン払い」を選択 

④ QRコードを読み取る 

⑤ ⽉謝の請求額を⼊⼒し、「⽀払う」を選択する 

⑥ ⽀払い完了画⾯が表⽰されたら決済完了 

⑦ ⽀払い完了画⾯の「詳細を⾒る」を選択 

⑧ 表⽰された決済番号をPayPay決済⽤紙の記⼊欄に記⼊し袋に⼊れて園へ提出 

 

 



⼊園までの提出書類⼀覧 
 
  
□ 保険証のコピー 
□ 乳児医療証のコピー 
□ ⺟⼦⼿帳（最終の検診）のコピー 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
□ ⼊園申込書及び児童票 
□ 契約書 
□ ⽣育歴（※医師の診断証明の欄がありますので、病院での受診をお願いします） 
□ 就労証明書 
□ ⾷材摂取確認表 
□ 体操服注⽂表（１歳クラスりす組以上の園児は購⼊をお願いします） 
□ 利⽤に関する契約書（企業契約）勤務先との契約がある場合 
□ 写真掲載承諾書 



Caren保育園福津サービス事項説明書 
●事業開始年⽉⽇ 令和３年４⽉１⽇ 
●施設の所在地  〒８１１−３２０９福岡県福津市⽇蒔野6-14-1 
●設置者        〒８１３−００４３福岡県福岡市東区名島4-32-15   株式会社ChouChou 
●管理者        〒８１３−００４３福岡県福岡市東区名島4-32-15   阿部 直毅 
●開所時間   ⽉曜〜⽇曜⽇ ７：００〜２０：００（延⻑時間２３：００まで） 
●⼊所定員   １２名（⾃社枠 2名、従業員枠 4名、地域枠 6名） 
●内容・料⾦  ・⽉極保育サービス（地域枠）   ２７０００円〜３５０００円 
        ・⽉極保育サービス（企業枠）   ２００００円〜２７０００円 
        ・⽉極保育サービス（無償化対象者及び⾮課税世帯）０円 

※現⾦もしくは電⼦マネーで徴収いたします。 
●保育従事者の配置 
   ９：００〜１６：００ 保育⼠４名以上 
   ７：００〜９：００，１６：００以降 保育⼠２名以上 
●施設の概要 
  ・建物の構造  ⽊造２階建て（１階） 
  ・主な設備   保育室・ほふく室  ３５．３９㎡  
          他の設備      ３４．７０㎡ 
          総延べ⾯積     ７０．０９㎡ 
 
●利⽤者に対しての保険の種類・⾦額 
  ・傷害総合保険 死亡、後遺障害12,000千円 ⼊院18,000円 通院12,000円 
    ・賠償責任保険 身体300,000千円 財物300,000千円 
 災害共済給付 
  ・傷害保険 死亡40,000千円、後遺障害30,000千円 
 
●提携医療機関 
  ・とも⼦どもクリニック 
    〒811−3209 福岡県福津市⽇蒔野5丁⽬13-1 TEL.0940-38-5550 
      提携内容 

① ⼊所児童の年２回の健康診断 ②⼊所児童の健康管理に関わる相談 ③応急処置等の指導助⾔ 
    ・きらり⻭科 
        〒811−3209 福岡県福津市⽇蒔野6丁⽬14-3 TEL.0940-38-5550 
       提携内容 
       ①⼊所児童の年１回の⻭科検診 ②⼊所児童の⻭の健康に関わる相談 ③応急処置等の指導・助⾔ 
●緊急時の対応 
    ・保育中に容態の変化等があった場合は、あらかじめ保護者が指定した緊急連絡先へ連絡をするとと

もに、速やかに提携医療機関または主治医に連絡を取るなどの必要な措置を講じます。 
    ・保護者と連絡が取れない場合は、お⼦様の⾝体の安全を最優先させ、当園が責任をもってしかるべ

き対処を⾏いますので、あらかじめご了承願います。 
 
●⾮常災害対策 
    ・⾮常時には電話連絡、不通の場合はLINE連絡またはホームページ等でご連絡します。 
    ・避難訓練  ⽕災・地震等を想定した消⽕および避難訓練をつき１回実施しています。 
    ・避難場所  第１避難場所 むつき公園。第２避難場所 イオンモール福津。 
 
●虐待防⽌のための措置 
    ・研修  お⼦様の⼈権の養護および虐待の防⽌を図るため、児童虐待防⽌研修を年１回実施すること

としています。※ カレン保育園福津虐待防⽌マニュアルを作成済み。 
●苦情等のお問い合わせ先 
  ・担当：阿部直毅 ０９２−７１０−８４８８（携帯：０９０−７１６１−９６４０） 
●設置者において、過去に事業停⽌命令または施設閉鎖命令は受けていません。 



 

〒813-0043 

福岡県福岡市東区名島 

TEL/FAX 092-710-8444 

〒811-0123 

福岡県糟屋郡新宮町上 

 

TEL/FAX 092-410-2909 

〒811-3209 

福岡県福津市日蒔野 

TEL/FAX 0940-22-8003 

〒811-4184 

福岡県宗像市くりえいと 

  

TEL/FAX 0940-22-8122 

4-32-15 4-32-15 

別府 2-15-30 

6-14-1 

3-4-9 


